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 関東地方整備局管内における路面下の空洞探査は、2011年度より関東技術事務所にて一括契約している。

探査結果から得られた空洞情報については各国道管理担当事務所に報告され、道路陥没を未然に防止する

ための維持管理に必要となる情報として用いられており、その後の空洞補修は各国道管理担当事務所で実

施されている。

本報告では、空洞探査の概要と空洞探査の流れ、空洞探査精度向上のため取り組むべき内容について報

告する。
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1.  はじめに

1980年頃、首都圏で道路陥没が多発し、社会問題とな

った。当時、空洞探査は実施されていたが、その方法が

手押し式の地中レーダによるもので、効率よく広範囲に

調査できる方法ではなかった。そこで、空洞探査を車で

走りながら行える道路調査車が開発された。

 また、当初事務所単位で空洞探査業務を発注していた

が、空洞探査により得られた管内全域の情報を一括管

理・蓄積することで、より効率的に今後の空洞探査に活

用することができるよう、2011年度から関東地方整備局

管内の空洞探査業務を関東技術事務所で一括して発注し

ている。

2.  空洞探査の概要

(1)空洞の主な発生原因
 図-1に空洞の主な発生原因を示す。

a)埋設管の老朽化に伴う損傷

埋設管が破損した場合、破損箇所から土砂が吸い出さ

れ、空洞が形成される。空洞上の土砂は落下し、落下し

た土砂が再度吸い出されることで、空洞の位置は拡大し

ながら上方へ移動する。

b)地下構造物の埋め戻し土のゆるみ

構造物躯体まわりの締固めが不十分なために地盤にゆ

るみが発生した場合、圧密沈下を起こし空隙ができる。

そして、空隙同士結合し規模を拡大していくことで空洞

が形成される。

c)水みちの存在

構造物躯体まわりに水みちが存在していた場合、水み
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ちにより土砂が吸い出されることで空洞が形成される。

 (2)探査原理
空洞探査は、電磁波による舗装材料と空洞の比誘電率

の違いを利用した探査方法である。電磁波は、比誘電率

の違う物質との境界層で反射・透過する性質を持ち「比

誘電率が高い物質から低い物質」、「比誘電率が低い物

質から高い物質」では図-2のように反射波の位相が逆に

なる。空気は、舗装材料や埋設物に比べて比誘電率が低

いため、層の境界等による反射波と空気との反射波では

位相に違いが出る。よって反射波を受信していくことで

空洞の可能性が高い異常信号を抽出することができる。 

本探査における地中レーダデータは、反射波の受信を

道路調査車の走行方向に連続的に実施し白黒の濃淡で可

視化することで、図-3のように目視により空洞と異物の

可能性のある異常信号を抽出することができる。比誘電

率が高い物質から低い物質での反射波を正極性（空洞と

考えられる信号）とし白→黒で表記、比誘電率が低い物

質から高い物質での反射波を負極性（異物と考えられる

信号）とし黒→白で表記した。 

3.  空洞探査の流れ 

 空洞探査は、一次調査と二次調査から構成され図-4に

示す作業フローに則って実施される。 

 (1)一次調査
車道部の一次調査は、道路調査車を使用し時速30～

45kmで走行しながら迅速かつ広範囲に実施する。図-5に

示すように道路調査車には、横断方向に７つの地中レー

ダを搭載しており、１回の走行により１車線分の探査を

図-4 路面地下の管理(陥没防止策）作業フロー1)
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実施することができる。そして、取得された地中レーダ

データから空洞の可能性のある異常信号を抽出・整理す

る。 

 地中レーダデータと現地との整合については、地中レ

ーダデータと連動した周囲映像（ポジショニングデータ）

を取得することで図-6に示すように地中レーダデータ、

ポジショニングデータから空洞位置を道路管理図上で確

認する。 

(2)判定会議 
 一次調査により抽出された異常信号は、特徴別に分

類・整理し、外部の専門家を含めた判定会議により二次

調査の必要性が審議される。二次調査の必要性は、「個

別空洞情報（極性、独立性、経年変化、規模、深さ）」、

「空洞履歴」、「舗装構成、地下埋設物、地下水、交通

量、道路・地域特性、工事履歴等」を勘案し、総合的に

判定している。 

(3)二次調査 
a)ハンディ型レーダ調査

 判定会議により二次調査が必要と判定された異常信号

の位置において、まずハンディ型レーダによる調査が実

施される。ハンディ型レーダ調査は、手押し式の機械を

用いて図-7のように地中レーダデータを取得する。ハン

ディ型レーダ調査は、空洞の可能性判定、空洞の位置特

定、空洞の平面的な広がり推定を実施し、その結果によ

りスコープ調査を実施するべきか否か判断される。 

b)スコープ調査

 スコープ調査では、空洞と推定された異常信号箇所を

図-8のように削孔し、スコープを挿入して削孔断面の撮

影を行い空洞の厚さと深度を確認する。 

図-7 ハンディー型レーダ調査 
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4.  調査結果 

空洞探査から実際に空洞が発見された事例を述べる。

(1)空洞探査結果
図-9に地中レーダデータ信号のうち極性が不明瞭で空

洞か異物かの判断が難しい信号例を示す。過去に取得し

た地中レーダデータと比較した結果、深度が浅くなって

いることが確認できた。信号の深度が浅く変化している

場合、経年により空洞上の土砂が落下し、空洞が上方へ

移動した可能性が高いと考えられる。判定会議の結果、

二次調査を実施した。

ハンディ型レーダ調査の結果、図-10に示すとおり一

次調査では取得できない横断方向、斜め方向の地中レー

ダデータから白から始まる白黒の信号を確認することが

できた。調査箇所は空洞の可能性が高いと判断し、スコ

ープ調査を実施した。 

スコープ調査の結果、空洞と滞水を発見することがで

きた。 

(2)開削調査結果
国道管理担当事務所により、本空洞は開削による空

洞発生の原因調査と補修が行われた。図-11に示すとお

り空洞下部にゆるみと地下水を確認した。空洞は、地下

水の変動により徐々に空洞が形成され上方へ移動したと

事例と考えられる。

なお関東技術事務所では開削調査の結果を調書として

蓄積・整理し、それらを解析することにより路面陥没未

然防止に役立てている。 

5.  空洞探査精度向上に向けた取組 

新たに取得した地中レーダデータを過去に取得した地

中レーダデータとの信号変化について比較することで空

洞探査精度は向上することから、過去に取得した地中レ

ーダデータと速やかに比較・検証できるよう地中レーダ

データの蓄積・整理に取り組んでいる。

その他空洞探査精度向上に向けた取組として、平成26
年度より道路形状が変わっても過去に実施した二次調査

箇所の正確な位置が把握できるよう、二次調査実施時に

GPSによる緯度経度の計測を実施することとした。

これからも空洞探査精度向上につながる新たな知見に

ついての検討を行い、今後の空洞探査に反映させること

ができるよう空洞情報等の調査結果は随時蓄積・整理し

ていきたい。

6.  おわりに 

国道管理担当事務所には大変ご多忙の中、詳細調査の

現地立会、判定会議の資料作成等ご協力いただき、心よ

り感謝いたします。今後とも国道管理担当事務所と連携

を図り路面陥没未然防止に努めていきたいと思いますた

め、よろしくお願いいたします。
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図-10 ハンディ型レーダ調査結果 
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図-11 空洞発生状況 


